
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を 公 布 す る 。  

令 和 ５ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 規 則 第 ３ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水

道 企 業 団 規 則 第 14号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条  この規則は、大阪広域水道企業団

職員の定年等に関する条例（平成 23年大

阪広域水道企業団条例第 13号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

第１条  この規則は、大阪広域水道企業団

職員の定年等に関する条例（平成 23年大

阪広域水道企業団条例第 13号。以下「条

例」という。）第４条第５項の規定に基

づき、職員の定年等に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

（定義） （定義） 

第２条  この規則において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

第２条  この規則において、「勤務延長」

とは、条例第４条第１項の規定により職

員を引き続いて勤務させることをいう。 

(１ ) 勤務延長  条例第４条第１項の規

定 により職 員を引き 続き勤務 させるこ

とをいう。 

 

(２ ) 定年前再任用  条例第 12条又は第

13条 の 規 定 に よ り 採 用 す る こ と を い

う。 

 

 

 

第３条  条例第４条第３項及び第４項並び

に第 10条に規定する職員の同意は、書面

により得るものとする。 

 

第３条  条例第４条第４項に規定する職員

の同意は、書面により得るものとする。 

 

（辞令の交付） （辞令の交付） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

(１ )～ (３ ) （略） (１ )～ (３ ) （略） 

(４ ) 条例第４条第４項の規定により勤 (４ ) 条例第４条第３項の規定により勤



務延長の期限を繰り上げる場合 務延長の期限を繰り上げる場合 

(５ ) 勤務延長を行った職員を昇任し、

降 任し、又 は転任し たことに より、勤

務 延長を行 った職員 ではなく なった場

合 

(５ ) 勤務延長に係る職員が転任し、期

限の定めのない職員となった場合 

(６ ) 条例第９条の規定により異動期間

の延長を行う場合 

 

 

 

（定年前再任用の選考に用いる情報）  

第５条  条例第 12条及び第 13条の企業長が

定める情報は、定年前再任用をされるこ

とを希望する者についての次に掲げる情

報とする。 

 

(１ ) 人事評価の結果その他勤務の状況

を示す事実に基づく従前の勤務実績 

 

(２ ) 定年前再任用を行う職の職務遂行

に 必要とさ れる経験 又は資格 の有無そ

の 他定年前 再任用を 行う職の 職務遂行

上必要な事項 

 

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 附 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 (１ ) 施 行 日  こ の 規 則 の 施 行 の 日 を い う 。  

 (２ ) 改 正 条 例  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 定 年 の 引 上 げ 等 に 伴 う 関

係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ５ 年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 ２

号 ） を い う 。  

（ 改 正 条 例 附 則 第 ２ 条 の 企 業 長 が 定 め る 職 及 び 職 員 ）  

第 ３ 条  改 正 条 例 附 則 第 ２ 条 第 ２ 項 の 企 業 長 が 定 め る 職 は 、 次 に 掲 げ る

職 の う ち 、 当 該 職 が 基 準 日 （ 施 行 日 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 、 令 和 ９ 年 ４

月 １ 日 、 令 和 11年 ４ 月 １ 日 及 び 令 和 13年 ４ 月 １ 日 を い う 。 以 下 こ の 条

に お い て 同 じ 。 ） の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お い て 、

基 準 日 に お け る 改 正 条 例 に よ る 改 正 後 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 定

年 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 13号 ） （ 以 下

「 新 定 年 条 例 」 と い う 。 ） に よ る 定 年 が 基 準 日 の 前 日 に お け る 新 定 年

条 例 に よ る 定 年 （ 同 日 が 令 和 ５ 年 ３ 月 31日 で あ る 場 合 に は 、 改 正 条 例

に よ る 改 正 前 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 以 下

「 旧 定 年 条 例 」 と い う 。 ） 第 ３ 条 に 規 定 す る 定 年 に 準 じ た 年 齢 ） を 超

え る 職 （ 当 該 職 に 係 る 定 年 が 新 定 年 条 例 第 ３ 条 に 規 定 す る 定 年 で あ る



職 に 限 る 。 ） と す る 。  

 (１ ) 基 準 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 職  

 (２ ) 基 準 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り 名 称 が 変 更 さ れ た 職  

２  改 正 条 例 附 則 第 ２ 条 第 ２ 項 の 企 業 長 が 定 め る 職 員 は 、 前 項 に 規 定 す

る 職 が 基 準 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お い て 、 同 日

に お け る 当 該 職 に 係 る 新 定 年 条 例 に よ る 定 年 （ 同 日 が 令 和 ５ 年 ３ 月 31

日 で あ る 場 合 に は 、 旧 定 年 条 例 第 ３ 条 に 規 定 す る 定 年 に 準 じ た 年 齢 ）

に 達 し て い る 職 員 と す る 。  

（ 暫 定 再 任 用 の 選 考 に 用 い る 情 報 ）  

第 ４ 条  改 正 条 例 附 則 第 ３ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 、 第 ４ 条 第 １ 項 及 び 第 ２

項 、 第 ５ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 第 ６ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す

る 企 業 長 が 定 め る 情 報 は 、 こ れ ら の 規 定 に 規 定 す る 者 に つ い て の 次 に

掲 げ る 情 報 と す る 。  

 (１ ) 人 事 評 価 の 結 果 そ の 他 勤 務 の 状 況 を 示 す 事 実 に 基 づ く 従 前 の 勤

務 実 績  

 (２ ) 暫 定 再 任 用 （ 改 正 条 例 附 則 第 ３ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 、 第 ４

条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 、 第 ５ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又 は 第 ６ 条

第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 採 用 す る こ と を い う 。 ） を 行 う

職 の 職 務 遂 行 に 必 要 と さ れ る 経 験 又 は 資 格 の 有 無 そ の 他 暫 定 再 任 用

を 行 う 職 の 職 務 遂 行 上 必 要 な 事 項  

（ 改 正 条 例 附 則 第 11条 の 企 業 長 が 定 め る 短 時 間 勤 務 の 職 並 び に 企 業 長  

が 定 め る 者 及 び 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 ）  

第 ５ 条  改 正 条 例 附 則 第 11条 の 企 業 長 が 定 め る 短 時 間 勤 務 の 職 は 、 次 に

掲 げ る 職 の う ち 、 当 該 職 が 基 準 日 （ 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 、 令 和 ９ 年 ４ 月

１ 日 、 令 和 11年 ４ 月 １ 日 及 び 令 和 13年 ４ 月 １ 日 を い う 。 以 下 こ の 条 に

お い て 同 じ 。 ） の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お い て 、 基

準 日 に お け る 定 年 相 当 年 齢 （ 新 定 年 条 例 第 12条 及 び 第 13条 に 規 定 す る

短 時 間 勤 務 の 職 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 短 時 間 勤 務 の 職 」 と い う 。 ）

を 占 め る 職 員 が 、 常 時 勤 務 を 要 す る 職 で そ の 職 務 が 当 該 短 時 間 勤 務 の

職 と 同 種 の 職 を 占 め て い る も の と し た 場 合 に お け る 同 条 例 第 ３ 条 に 規

定 す る 定 年 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） が 基 準 日 の 前 日 に お

け る 定 年 相 当 年 齢 を 超 え る 短 時 間 勤 務 の 職 （ 当 該 職 に 係 る 定 年 相 当 年

齢 が 同 条 例 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 定 年 で あ る 短 時 間 勤 務 の 職 に 限

る 。 ） と す る 。  

 (１ ) 基 準 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 短 時 間 勤 務 の 職  

 (２ ) 基 準 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り 名 称 が 変 更 さ れ た 短 時 間 勤 務

の 職  

２  改 正 条 例 附 則 第 11条 の 企 業 長 が 定 め る 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 職 が 基

準 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お い て 、 同 日 に お け る

当 該 職 に 係 る 定 年 相 当 年 齢 に 達 し て い る 者 と す る 。  



３  改 正 条 例 附 則 第 11条 の 企 業 長 が 定 め る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 職 が 基 準 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た

場 合 に お い て 、 同 日 に お け る 当 該 職 に 係 る 定 年 相 当 年 齢 に 達 し て い る

同 条 に 規 定 す る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と す る 。  

 

 

 


